就労援助費給与事業助成要領
１　趣旨

この要領は，更生保護事業費補助金交付規則（平成１８年法務省令第４８号）及び更生保護事業（一時保護事業）費補助金交付要綱（平成１８年４月１４日付け法務省保更第３３４号保護局長通知）に基づき，更生保護法人日本更生保護協会（以下「日更協」という。）が，更生保護法人が３に掲げる者に対してその就労時に必要な身元保証を得るための費用（以下「就労援助費」という。）を給与する事業に要する経費を対象として交付する助成金について，その取扱いに関する細目を定めるものである。
２　助成対象更生保護法人

助成の対象となる更生保護法人は，次の要件を満たしていることを要するものとする。
(1) 一時保護事業の届出をしていること。

(2) 経営の組織，経理の方針，被保護者に対する処遇の方針等が適切で特段の問題がないこと。
(3) 当該助成事業を遂行するに足りる能力を有していること。
３　助成対象事業
助成の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）とは，次のいずれにも該当する者に対して，就労時の身元保証を得る際に要する経費の一部又は全部について就労援助費を給与する事業（以下「就労援助費給与事業」という。）とする。
(1) 保護観察対象者又は更生緊急保護の対象となる者
(2) 健全な社会人となる意思とともに，就労意欲を有し，かつ，その努力をすると認められる者
(3) 就労援助費の給与を必要とし，かつ，給与されることにより就労が確保できる見込みがあると認められる者
４　助成限度額
交付する助成金の額は，一人当たり一度につき実際に給与した金額又は４万円のうち少ない額を基準として当該会計年度において給与した合計金額を限度とする。
５　助成金の交付の申請手続
助成金の交付を受けようとする更生保護法人は，当該会計年度の４月１０日又は日更協が指定する日までに様式１により助成金の交付の申請をするものとする。ただし，特別の事情があるときは，この期日を経過した後であっても申請をすることができる。
６　助成金の交付の決定
(1) 日更協は，更生保護法人から助成金の交付の申請があったときは，申請書類等により事業の内容，助成額について審査するものとする。
(2) 日更協は，助成金の交付の決定をしたときは，助成金の額及び交付の条件を書面により速やかに当該更生保護法人に通知するものとする。
７　助成金の交付の条件
(1) 更生保護法人は，助成金の交付を受けるに当たっては，次に掲げる条件を遵守しなければならない。
ア　当該助成事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは，速やかに日更協に報告してその指示を受けること。
イ　当該助成事業に要する経費の減額（助成額に影響を及ぼさない範囲の変更を除く。）をするときは，あらかじめ日更協の承認を受けること。
ウ　当該助成事業を中止又は廃止するときは，日更協の承認を受けること。
エ　その他付された条件
(2) 更生保護法人は，(1)の事項について報告又は申請をするときは，別に定める様式により行うものとする。
８　申請の取下げ
(1) 更生保護法人は，助成金の交付の決定後，当該申請に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは，助成金の交付決定通知書を受理した日から１０日以内に申請の取下げの届出をすることができる。
(2) (1)の申請の取下げがあったときは，当該助成金の交付の決定はなかったものとする。
９　計画の変更等による決定の変更等
(1) 日更協は，助成金の交付の決定後，７の(1)のイに規定する承認をしたとき又は特別の事情により変更の必要が生じたときは，助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(2) 日更協は，助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消したとき又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは，速やかに当該更生保護法人に書面により通知するものとする。
10　給与申請及び審査

(1) 本人が様式２により就労援助費の申出をしたとき，更生保護法人は，本人の年齢，性格，行状，経歴，環境等を考慮し，保護観察所の意見を聞くなどして，３に該当するかどうかを調査した上で，措置の適否，給与額を決定するものとする。
(2) 就労援助費の給与の手続を行ったとき，更生保護法人は，手続がなされたことについて，本人に対し様式２の確認欄により確認を行うものとする。

11　給与の方法

就労援助費は，更生保護法人が，被保護者に直接給与し，又は，手数料の支払を受けて身元を保証する者に対し被保護者に代わって支払うものとする。

12　状況の報告

更生保護法人は，日更協が求めたときは，就労援助費給与事業の遂行状況について，速やかに様式３により報告しなければならない。
13　実績の報告等

更生保護法人は，当該会計年度に給与した就労援助費について，当該会計年度の就労支援費給与事業の終了した日から１月以内又は当該会計年度の終了後５日を超えない日のいずれか早い期日までに様式４により日更協に報告するものとする。ただし，日更協が求めた場合には，更生保護法人は，日更協が別に定める日までに報告するものとする。

14　助成金の額の確定
(1) 日更協は，更生保護法人から１３の実績報告があったときは，報告書類の審査，現地調査等により，事業の成果が助成金の交付の決定内容及び付された条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。
(2) 日更協は，(1)の調査の結果，助成金の交付の決定内容及び条件に適合すると認めるときは，交付すべき助成金の額を確定し，速やかに当該更生保護法人に対し書面により通知するものとする。
(3) 日更協は，(1)の調査の結果，助成金の交付の決定内容及び条件に適合しないと認めるときは，当該更生保護法人に対し，これに適合させるための措置を採るよう命ずることができる。
(4) 更生保護法人は，(3)の命令を受けたときは，日更協が定める期日までに適合させるための措置を採り，改めて書面により報告しなければならない。
15　助成金の交付
(1) 日更協は，助成金の確定をした後おおむね１０日以内に確定額を交付するものとする。
ただし，特に必要があると認めるときは，確定前であっても概算払をすることができる。
(2) 更生保護法人は，概算払を受けようとするときは，様式５により概算払の申請をするものとする。
16　決定の取消し
(1) 日更協は，更生保護法人が助成金を他の目的に流用し，その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反があると認めるときは，助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 日更協は，更生保護法人が提出した申請書，添付書類，状況報告書等について，事実と異なる記載があると認めるときは，助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(3) (1)及び(2)は，助成金の額の確定があった後も，同様とする。
(4) 日更協は，助成金の交付の決定を取り消したときは，速やかに書面により当該更生保護法人に通知するものとする。
17　助成金の返還
(1) 日更協は，助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において，当該取消しに係る部分に関し，既に助成金を交付しているときは，期日を定めて助成金の返還を求めるものとする。ただし，やむを得ない事情があると認めるときは，その全部又は一部の返還を免除することができる。
(2) 日更協は，更生保護法人に交付する助成金の額を確定した場合において，確定額を超える額を既に交付しているときは，その超過した部分の助成金について期日を定めて返還を求めるものとする。
18　加算金及び延滞金
(1) 更生保護法人は，助成金の交付の決定が取り消され，その返還を求められたときは，助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ，当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については，既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を日更協に納付しなければならない。
(2) 加算金を納付しなければならない場合において，更生保護法人が納付した金額が返還しなければならない助成金の額に達するまでは，その納付金は，まず返還しなければならない助成金に充てられたものとする。
(3) 更生保護法人は，助成金の返還をする場合において，これを納期日までに納付しなかったときは，納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を日更協に納付しなければならない。
(4) 延滞金の納付については，(2)の規定を準用する。
19　加算金又は延滞金の免除
(1) 日更協は，やむを得ない事情があると認めるときは，更生保護法人の申請により加算金若しくは延滞金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(2)  (1)の申請書には，当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となる事項を記載した書類を添付するものとする。
20　助成対象事業終了後の監査

(1) 日更協は，助成対象事業の実施状況に関して必要があると認めるときは，助成対象事業が完了した日から２年の期間内において監査を実施することができるものとする。

(2) 日更協は，監査を実施するときは，あらかじめ更生保護法人に対して監査の実施日その他必要な事項を書面により通知するものとする。

(3) 日更協は，監査の結果，助成対象事業の実施状況が著しく不適当であると認めるときは，当該更生保護法人に対し，必要な措置を採るよう命ずることができる。

(4) 更生保護法人は，(3)の命令を受けたときは，日更協が定める日までに必要な措置を採り，その旨を書面により報告しなければならない。

21　帳簿書類の保存
(1) 更生保護法人は，就労援助費給与事業について収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し，助成金の使途を明らかにしておかなければならない。
(2) 更生保護法人は，就労援助費給与事業に係る収入及び支出を証する書類及び帳簿を事業が完了した日の属する年度終了後５年間保存しなければならない。
22　提出部数
この要領の規定により更生保護法人が日更協に提出する書類については，写し１部を所管する保護観察所に提出するものとする。
附　則

　この要領は，平成１８年６月１６日から実施する。

附　則

この要領は，平成２０年１０月２１日から実施する。

附　則

この要領は，平成２５年４月１日から実施する。
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